
老人デイサービス運営事業における

ホリデイサービス運営事業加算について

平成8年5月10日

厚生省老人保健福祉局長

老人福祉法第5条の2第3項に規定する「老人デ

イサービス事業」及び同法第20条の2の2に規定す

る「老人デイサービスセンター」の運営事業（以下

「老人デイサービス事業等」という。）について、休

日等にも事業を実施することにより、新ゴールドプ

ランの基本理念であるサービスの普遍化を促進し、

利用者及び家族のニーズに応えるため、今般、下記

のとおり、ホリデイサービス運営事業加算を行うこ

ととした。ついては、ホリデイサ一ビス運営事業加

算対象事業に該当する事業が適正に実施されるよう、

管下市町村をご指導麻いたい。

記

1．ホリデイサービス運営事業加算対象事業の認

定

（1）市町村は、都道府県と協議のうえ、2に

定める要件に基づき、ホリデイサービス運営

事業加算対象事業の認定を行うものとする。

（2）認定は、毎年4月1日現在において行う

ものとする。なお、新規に事業を開始する場

合の初回の認定時期は当初の開所日とする。

2．ホリデイサービス運営事業加算対象事業の要

件

老人デイサービス事業等が、原則として次の

要件に該当する場合は、事業の運営費について

ホリデイサービス運営事業加算を行うものとす

る。

（1）老人デイサービス事業等を週7日、通

年で行うものであること。

（2）休日等に行う事業についても、昭和51

年5月21日社老第28号「在宅老人福祉対策

事業の実施及び推進について」の別添4「老

43

人デイサービス運営事業実施要綱」（以下「実

施要綱」という。）に基づき、事業が実施さ

れていること。

なお、ボランティアや地域住民との交流

や行事の要素を取り入れた活動中心のメニ

ューにする等休日の特色を考慮した事業の

実施方法をとる場合は、実施要綱1の（6）

の各類型ごとの事業実施要件を緩和する。

3．ホリデイサービス運営事業加算の額

毎年度の在宅福祉事業費補助金交付要綱にお

いて定める額



（別紙1）

ホリデイサービス運営事業加算制度の創設

（趣旨）

1．老人デイサービス事業を休日にも実施することにより、新ゴールドプランの基本理念であるサービスの普

遍化を促進し、もって利用者及びその家族のニーズに応えるものである。

2．なお、休日に行うサービスについては、家族、地域住民等との交流事業や行事中心の事業などの多様な形

態を認めることとする。

（事兼内容）

か 所 数 10 0 か 所

1か所当たり棚 6 ，3 7 5 千 円 （年 額 ）

補 助 率 1 ／2

サ ー ビ ス 週 7 日、 3 6 5 日事 業 実 施 を 行 うが 、 休 日 に つ い て は 、 次 の よ うな 形 態 で の 実 施 を 認 め る 。

実 施 方 法 ● サ テ ラ イ ト型 地 域 交 流 事 業 方 式

・実 施 方 法 と して サ テ ラ イ ト方 式 で の 実 施 を 認 め る

・ボ ラ ン テ ィ ア 、 家 族 、 地 域 住 民 との 交 流 事 業 の 実 施

．よ り身 近 な と こ ろ で サ ー ビ ス が 実 施 され る の で 原 則 と して 送 迎 は 行 わ な い

．拠 点 の デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 等 か ら職 員 が 出 向 く
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● ア ク テ ィ ビ テ ィ ・サ ー ビ ス 方 式

・プ ロ グ ラ ム は 、 行 事 の 要 素 を 取 り入 れ た ア ク テ ィ ビ テ ィ 活 動 中 心 （花 見 、 納 涼 会 、 秋 の 祭 典

等 季 節 嘩 あ ふ れ る プ ロ グ ラ ム 、 安 全 教 室 等 ） の プ ロ グ ラ ム と す る

．家 族 に で き る だ け 参 加 し て も ら う

．送 迎 は 、 原 則 と し て 家 族 が 行 う
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